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令和８年２月２４日 

子ども・若者部  

教育委員会事務局 

 

（仮称）いじめ防止等対策推進条例検討の視点について 

 

１ 主旨 

 複雑化するいじめへの対応として、学校・教育委員会・区長部局が一体となって、区と

していじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するための「（仮称）いじめ防止等対

策推進条例」を令和９年４月に施行することを目指し、新たに「いじめ問題対策専門委員

会」委員に有識者等を加えた条例検討委員会（以下「委員会」という）を設置し、議論を

開始することを令和８年２月３日の文教常任委員会及び２月５日の子ども・若者施策推進

特別委員会に報告した。 

 この度、委員会において議論を開始するにあたり、これまで「いじめ問題対策専門委員

会」及び学識経験者等との意見交換会を行い、条例の議論を深化させるための「検討の視

点」をまとめたので、報告する。 

 

２ 世田谷区立小・中学校におけるいじめの状況（別紙１） 

  世田谷区立小・中学校におけるいじめについて、毎年度実施している文部科学省の「児

童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では、 

（１）いじめの認知件数は、令和６年度に小・中ともに増加している 

（２）学年別の認知件数では、東京都と比較し、小学校１年生の認知件数の割合が少なく、

中学校１年生の認知件数の割合が多い 

（３）いじめの態様としては、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句」が小学校で約５

割、中学校で約６割を占めている 

状況である。 

 

３ 条例の目的や施策等の方向性（検討の視点） 

「（仮称）いじめ防止等対策推進条例」の議論を開始するにあたり、別紙２のとおり、

基本的な考え方とともに、いじめの予防、兆候段階、発生という各段階における検討す

る視点をまとめるとともに、いじめの予防、対応について、データや最新の知見、さら

には各学校で作成することになっているいじめ防止基本方針に児童・生徒の声を反映さ

せるなど、実効的に運営するための仕組みについてまとめた。 

今後、これらの視点とともに、議会からのご意見を委員会に伝え、議論を深化させて

いく。 
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４ 条例検討委員会について 

（１）委員構成 

専門分野 氏 名 所 属 （肩書） 

学識経験 藤平 敦（委員長） 日本大学文理学部 教授 

法律 佐藤 香代 法律事務所たいとう 弁護士 

法律 加藤 昌子 くれたけ法律事務所 弁護士 

心理 松丸 未来 東京認知行動療法センター 臨床心理士・公認心理師 

福祉 竹村 睦子 一般社団法人子ども・若者応援団 代表理事 

学校経営 石鍋 浩 明海大学 客員教授 

福祉 西村 由紀 NPOメンタルケア協議会 

※PTA関係者、民生委員・児童委員、校長等関係者から意見を聞く必要がある場合、委員会

開催時に出席いただき、議論を深めていく。 

 

（２）委員会等の開催予定 

令和８年 ３月１１日 第１回委員会開催 

４月    第２回委員会開催 

６月  子どもから意見を聞く取組みを実施 

７月    第３回委員会開催（条例素案とりまとめ） 

９月          区民意見提出手続き（パブリックコメント）実施 

          シンポジウム開催 

１０月   第４回委員会 

１１月   第５回委員会 

１２月     第６回委員会（条例案とりまとめ） 

 

（３）委員会運営 

① 「（仮称）いじめ防止等対策推進条例」について議論を行うとともに、区のいじめに

関するデータの取り扱い、またいじめ重大事態に対する仕組みやいじめに関する実

行策についても、議論を行い、委員会としてのまとめを行う。 

② 会議は、原則公開とし、委員会が必要と認める場合は、非公開とすることができる。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和８年 ９月    文教常任委員会、子ども・若者施策推進特別委員会に条例素案につ 

いて報告 

  令和９年 ２月 文教常任委員会、子ども・若者施策推進特別委員会に条例案につい

て報告 

       ４月  条例施行 



 

世田谷区立小・中学校におけるいじめの状況 

 

（１）いじめの認知件数の推移                                    （件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学年別 いじめの認知件数（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）いじめの態様（令和６年度） 

 ※（  ）内の数字は令和５年度の件数 

別紙１ 

文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」より 

3



効果の測定

現場に具体的な
知見を返す 【教育委員会】

いじめの起きにくい

学校への転換

各校での取組

適切な目標

の設定

モニタリング・データの

整備・公開

データ・知見に
基づく助言

【学校】

発生
〇単なる事実認定ではなく、子どもの心の苦痛に
寄り添ったアプローチ
〇いじめを行ってしまった子どもも含めたいじめの背景
を汲み取り、児童福祉等との連携の強化及び各種相談先
の施策への繋ぎ
〇子どもが置かれている状況を理解し、寄り添い
ながらの対応策の検討
〇子どもたちの関係を修復し、安全なクラス運営
の確保

両輪

共有

取組み
作成
修正

予防

基本的な考え方
〇いじめは子どもの心や体を傷つける行為であり、重大な影響を与える人権侵害である。
〇人としての集団生活の中で、子どもは加害側にも被害側にもなり得るものであり、その意味でいじめはどこにでも起こり得るものである。
〇だからこそ、いじめが発生しにくいような学校にし、その予防、かつ重大化を防ぐことに全力で取り組む。特に、兆候段階を逃さず、いじ
めの発生そのものをなくす方向を目指す。
〇いじめが発生した際は、被害を受けた子どもの安心・安全を守ることに最善を尽くす。
〇子どもの傷付いた心のケアを第一とし、子どもたちの関係修復を主眼に置いた取り組みを行い、子どもの苦しみを取り除いていく。
〇全体を通して子どもの最善の利益を尊重し、子どもの意見をよく聴き、子どもを中心とした解決を図る。

【教育委員会】
〇いじめが起きる
前に防ぎ、知見に
基づき、いじめの
起きにくい教室に
する。
〇いじめの経年的
な変化を確認する
手法の構築、導入
〇子どもたちから
の相談場所等の拡
充

【子ども】
〇ソーシャルス
キル力の向上
〇いじめ防止基
本方針（学校）
の作成・修正へ
の参加に伴う意
識の向上
〇自分と他者と
の違いの理解の
促進

【学校】
〇学校として
の組織的対応
の確立
〇ＳＣやＳＳ
Ｗの役割の明
確化
〇報告や教員
間のコミュニ
ケーションの
徹底

【保護者】
〇保護者への理
解の促進（いじ
めの発生前に対
応の方針を共
有）
〇保護者の協力
体制の構築
〇兆候段階での
学校への情報提
供依頼

【教職員】
〇教員への支援
（学級経営等の
研修）
〇自身の経験の
振り返りと共有
〇関係修復につ
いての緊張緩和
と修復的アプ
ローチの知見の
共有

いじめ防止基本方針
（学校）

チーム学校での取組

いじめの関係者へ
のアプローチ

学校保護者

子ども

兆候段階
・兆候段階での子どもへの積極的な関わり
・日常的なモニタリングによる点検とフィードバック
・コミュニケーションや行動化に対する介助的な役割の検討

連携

別紙２

予防〜発生までの動き方の方向性

【地域・関係機関】
〇地域運営学校の
仕組みを活用した
取組み
〇「せたホッと」
や児童館、児童相
談所、子ども家庭
支援センター等の
関係機関と連携し
た取組み
〇警察や医療機関
等の専門機関との
連携

複雑事案（※）に対するアプローチ
〇どちらが悪いという処罰をすることではなく、関係者に課題を伝えて、
解決に繋げていく。
〇迅速に動き短期的なアプローチで臨む。
〇第三者機関の介入による解決への推進
※いじめの背景に、子どもの特性や、加害・被害が入れ替わる状況がある
など、多面的な課題を含む事案

重大事態に対するアプローチ
〇学校調査、教育委員会調査、第三者委員会調査のメリットデメリットを
整理し、子どもの思いに沿った対応ができるようにする。
〇必要がある場合、学習保障を前提とした別室登校等の措置を講ずること
を検討する。
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